
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 横尾74号線スロープ設置工事 

 変更後の工事概要 

道路土工 １式 排水構造物工 １式 舗装工 １式   

縁石工 １式 道路施設工 １式 構造物撤去工 １式      

 仮設工 １式 

 

工期延長 

契約年月日   令和8年3月4日 

完成期限    当初 令和8年5月29日 

        変更 令和8年7月8日 

 

 設計変更の理由 

１．新土木工事設計単価への変更 

 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴い、請負人より金額の変更協議の請求があった 

ため、契約管理課からの通知に基づき新土木工事設計単価への変更を行う。 

 

工期延長 

  交通局との近接協議において、構造物取壊しに伴う鉄道軌道内への飛散防止対策に関する調整に 

想定よりも時間を要した。 

その調整の結果、飛散防止用シートの設置が必要となったため、現地への重機の進入が困難とな 

り、当初は機械施工としていた構造物取壊し工について、人力施工に変更することとなった。 

上記の理由により、工事期間を40日間延長する。 

 

 


